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議案第１２６号 

上越市印鑑条例の一部改正について 

上越市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

令和元年９月３日提出 

                          上越市長  村 山 秀 幸   

 

上越市印鑑条例の一部を改正する条例 

上越市印鑑条例（昭和５０年上越市条例第３３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「基づく本市の」を「基づき、本市が備える」に改める。 

第４条第２項中「外国人」を「外国人住民（法第３０条の４５に規定する外国人住民をい

う。以下同じ。）」に、「住民基本台帳に」を「住民票に」に、「）第３０条の２６第１

項」を「。以下「令」という。）第３０条の１６第１項」に、「記載し」を「記載（法第６

条第３項に規定する磁気ディスクをもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。）

をし」に改める。 

第６条第１項第１号中「、名」の次に「、旧氏（令第３０条の１３に規定する旧氏をいう。

以下同じ。）」を、「又は氏名」の次に「、旧氏」を加え、同項第２号中「氏名」の次に「、

旧氏」を加え、同条第２項中「（法第３０条の４５に規定する外国人住民をいう。以下同

じ。）」を削り、「記録され」を「記載がされ」に改める。 

第１３条第１項第４号中「、氏」の次に「（氏に変更があった者にあっては、住民票に記

載がされている旧氏を含む。）」を加える。 

附 則 

この条例は、令和元年１１月５日から施行する。 


